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Ⅰ．助成事業の手続きの流れ 

   

【助成事業者】 

（商店街振興組合等） 

 

 【全国商店街振興組合連合会】 

交付申請書の提出 
（事業実施日の１０日前までに） 

 採択通知書の送付 

  

 

活性化事業スタート 

 申請書内容の審査 

交付決定通知書の送付 

  

・状況報告書の提出（全振連の指示） 

・変更承認申請書の提出（必要に応じ、

その都度） 

   

  変更承認書等の送付 

 

イベント等事業実績報告書の提出 
（イベント等の事業を実施した場合、 

事業実施後３０日以内又は当該年度の

2 月 15 日のいずれか早い日までに） 

 

  

助成金事業実績報告書の提出 
（助成事業が完了した日から３０日以内又

は、当該年度の 2月 15 日のいずれか早い

日までに） 

  

   

   

  助成金額確定通知書の送付 

   

精算払請求書の提出   

   

 

 

 

  

【助成事業終了後の義務】   

経理関係書類の保管 
（５年間） 

  

   

財産処分等の申請承認 
（必要に応じ事前承認） 

  

 

事業実施効果を全振連に報告 
・歩行者通行量の増減 
・売上高の増減（又は空き店舗数の増減） 

・その他独自に設定した指標（任意） 

（事業実施後５年間、毎年、全振連に報告） 

●確定検査の実施 

●中間検査の実施 

（必要に応じて） 

●指定口座への振込 

助
成
事
業
実
施
期
間 
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助成金交付申請 

１． 交付申請（交付規程第５条） 

本事業の応募の際に提出された事業計画書の内容を、採択通知に記載されている留意事

項を踏まえて精査し、改めて助成金交付申請書及び関係書類を、事業開始日の１０日前(必

着)までに、全国商店街振興組合連合会（以下、全振連）に提出してください。 

【注意事項】 

＊提出期限までに助成金交付申請書の提出がない場合は、助成金の交付を受ける意思が

ないものと見なし、助成金交付の内定を取り消すことがあります。 

＊提出する書類の控えを必ず作成し、手続き書類・経理証拠書類とともに保管・管理してくだ

さい。 

 

２． 交付決定（交付規程第６条） 

交付申請で提出された書類を精査し、問題がなければ全振連で交付決定の手続きを行いま

す。交付決定通知書に記載の交付決定日をもって、助成事業を開始することができます。 

【注意事項】 

＊交付決定日前の発注・契約に係る費用は、助成対象となりません。 

＊全振連より、「交付決定通知書」を送付しますので、助成関係書類として紛失しないように

保管してください。 

 

３． 助成金額の確定に向けた手続き 

  ① 適正な経理処理及び必要書類等の保管・管理（交付規程第 21 条） 

     助成事業に係る経理処理、検査等を受ける際に準備しておくべき資料等について、適正な

処理を行うとともに、必要書類等をファイリングなどの方法により適切に保管・管理してくださ

い。 

これらの書類は、証拠書類として助成金の額を確定する際には、必ず必要となります。 

適正な経理処理がなされていない場合や、証拠書類のない経費については助成対象経費

として認められないことになりますので、ご注意ください。 

また、これらの書類については、助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年

間保存する義務がありますので、適切に保管・管理してください。 

② 助成事業の監査（交付規程第 19 条） 

助成事業の期間中、必要に応じて中間検査として全振連の担当者が、助成事業実施

場所に伺い、物品の入手・支払等の経理処理状況や助成事業の進捗状況等を確認する

場合があります。 

なお、監査等の実施日程につきましては、事前に調整させていただきます。 

 

４． 計画変更等に関する手続き（交付規程第 8 条） 

事業実施の必要上、やむを得ず助成事業の計画に変更が生じる場合、又は助成事業を断

念せざるを得ない場合には、予め計画変更等の承認を受けなければなりません。 
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なお、事業内容そのものを変更（交付決定書に記載した内容とは異なる事業を実施する場

合など）することは変更承認の対象とはなりません。計画変更等が必要な場合には、事前に全

振連にご相談ください。 

 

５． 取得財産の処分等（交付規程第１７条） 

助成事業によって取得した財産で、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上

の器具、備品及びその他財産を処分しようとする場合は、事前に「地域商店街活性化事

業助成金に係る取得財産等の処分承認申請書」により全振連の承認を受けなければなり

ません。財産処分等がある場合には、事前に全振連に連絡してください。 

なお、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、交付した助成金

の全部又は一部に相当する金額を全振連に納付することになります。 

 

実績報告書提出 

６． 実績報告の提出（交付規程第１１条） 

  ① イベント等の事業を実施した場合は、事業実施後３０日以内又は当該年度の２月１５

日までのいずれか早い日までに、イベント等の事業実施時の集客人数について「イベント

等事業実績報告書」を全振連に提出していただきます。イベント等事業実績報告書には、

事業名、実施事業内容、実施日、実績の効果計測方法等を具体的に記載してください。 

② 助成事業の完了後、３０日以内又は当該年度の２月１５日までのいずれか早い日まで

に、助成事業の実施結果を取りまとめた、「地域商店街活性化事業助成金事業実績報告

書」を全振連に提出していただきます。 

 

実績報告書提出後～精算払いまで 

７． 確定検査（交付規程第１２条） 

助成事業実施者（以下、商店街振興組合等）から助成事業完了後に提出された事業実

績報告書の内容に基づき書類審査を行い、物品の入手・支払等の経理内容について、全

振連から確定検査に伺います。 

助成事業の対象となる経費については、事業実施期間中に発注から支払までを完了し

ている経費です。助成対象経費以外の支出や、助成事業とは関係のない支出については

助成対象経費とは認められません。確定検査においては、助成対象経費として明確な説

明と支払等の資料の用意をお願いします。 
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Ⅱ． 助成対象経費の内容 

１． 助成対象経費 

    助成対象経費項目は、次の謝金、旅費、庁費、その他の経費です。 

[経費項目] 

（1） 謝金 

（2） 旅費 

（3） 庁費―会議費、借料、設営費、広報費、印刷費、資料購入費、通信運搬費、備品

費、消耗品費、委託費、外注費、雑役務費 

(4) その他の経費 

 

２．経費項目の説明 

(1)  謝 金 

本事業の対象となる謝金は、本事業を行うため必要な専門家のアドバイスや講演

などに対する謝金とします。 

① 助成金額は、１事業当たり２０万円を限度とします。 

② 商店街振興組合等は、別紙２に定めた経費支出基準により支給しなければなりま

せん。ただし、別途規程を定めている場合はこの限りではありませんが、本事業で

はここで定めている経費支出基準の金額を支給の上限とします。 

③ 謝金は、プロ・セミプロ（いわゆる生業としている）への支払いが対象です。学生の

ブラスバンド、踊りや太鼓のサークルなどへの謝礼は、謝金には該当しませんので

ご注意ください。 

④ 委託先（コンサルタント事務所等）がイベント等の企画・運営を行い、委託先の担

当者が委員会（イベントの打ち合わせ会議等）に出席する場合は、委託に関する

派生業務となるため、専門委員としての謝金の支払いはできませんのでご注意く

ださい。 

⑤ 必要に応じ源泉徴収相当額 10.21％を差し引いて支給することになります。また、

源泉徴収相当額は、そのつど商店街振興組合等において納税してください。 

⑥ 謝金明細（様式１）を作成し、支払いは原則、振込みとしてください。 

⑦ 専門家のアドバイスや講演等の実施に際しては、書面による依頼状を作成すると

ともに本人の承諾書を得てください。 

 

(2)  旅 費 

本事業の対象となる旅費は、本事業を行うために必要な国内旅費とします。 

①  専門家旅費及び役職員旅費は、別紙３の旅費支給細則により支給します。ただ

し、 別途規程を定めている場合はこの限りではありませんが、本事業ではここで

定めている経費支出基準の金額を支給の上限とします。 

②  謝金を支給する場合は謝金と旅費の合計額から源泉徴収相当額 10.21 ％を差

し引いて支給してください。また、源泉徴収相当額は、そのつど組合等において納
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税してください。 

③ 領収書（請求書付きのもの、様式２）は、必要事項を記入のうえ自署（住所、氏名）

と押印を必ず受けてください。 

④ 役職員旅費においては、出張伺（様式３）により決裁を受けてください。また、出張

後遅滞なく出張復命（様式４）を作成してください。 

⑤ 航空賃の請求は、搭乗時の半券及び支払いを証する書類を提出してください。 

⑥ 宿泊費を包含する航空券パック（旅行会社等が扱うビジネスパック等）を利用した

場合は、パック料金と組合等が定めた旅費支給細則等による航空賃と宿泊料の合

計額と比較して安価な料金を支給します。また、パック料金に含まれる食事代は対象

外とし、パック旅行の内容を確認できる書類及び支払いを証する書類を提出してくだ

さい。 

⑦ 謝金を伴わない旅費支給のみの場合であっても、専門家のアドバイスや委員会等

の実施の際には依頼状を整備するとともに本人の承諾書を得てください。 

⑧ 多人数での研修・視察については、原則として助成対象外です。出張者は、事業

遂行における必要最小限の人数で実施してください。 

 

(3)  庁 費 

庁費は、本事業を行うために必要な会議費、借料、設営費、広報費、印刷費、資

料購入費、通信運搬費、備品費、消耗品費、委託費、外注費、雑役務費とします。（後

掲「助成対象経費」参照） 

①  会議費 

イ．会議費は本事業を行うために必要な会議に係るお茶代（コーヒー・紅茶等）、菓

子代や弁当代は対象外とします。 

ロ．講習会やシンポジウムにおけるお茶代は助成対象外です。 

ハ．お茶代については、出席者を確認し必要最小限な数量とし、処理してください。

ニ．会議開催毎に出席者の氏名等を記載した開催結果（様式５）を作成してくださ

い。 

②  借料 

イ．借料は本事業を行うために必要な会議、イベント会場等に係る借料等とし、貸

付者は会議室等の貸付業務を行っている者になります。ただし、商店街振興組合

等が行っている同業務は助成対象外です。 

ロ．イベントにおける駐車場は「借料」で処理してください。ただし、出張先での駐車

場代は助成対象外です。 

ハ．事業に必要なレンタカーの借上げは「借料」で処理してください。ただし、ガソリ

ン代、高速道路通行料等は対象外です。 

ニ．視察にレンタカーを使用する場合が想定されますが、助成対象外です。視察に

伴う旅費は「旅費支給細則」により、公共交通機関の利用を前提として算出してく

ださい。 
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③  設営費 

イ．設営費は本事業を行うために必要な舞台装置等（電気、看板、装飾、音響設

備等に係る工事費及びレンタル料）やイルミネーション、イベント等に係る商店街装

飾費用など主として物的な装置等の設営を図るために必要な経費とします。 

ロ．対象となる装置等は、本事業に限るものであること（事業終了後にも使用する

物は対象外）が必要で、舞台、放送施設を含めてすべてレンタル（レンタル業者等

へ発注のこと、実態の不明な○○会等は対象とならない）で対応してください。 

④  広報費 

イ．広報費は本事業を行うために必要なポスター・チラシ等の作成、新聞折込広告、

新聞・雑誌等広告掲載、テレビ・ラジオＣＭ、案内看板、のぼり、啓蒙普及品、打上

花火等、本事業の広報を行うために必要な経費とします。 

ロ．立看板、のぼり、フラッグ等の作成およびキャラクターやロゴの作成等は、本事

業に限るものであることが必要です（事業終了後も使用するものについては、助成

対象外です。）。 

ハ．チラシ・ポスター等に個別会員店の売り出し（○○商品○○割引等）が掲載さ

れている場合は助成対象外となります。 

ニ．チラシ・ポスターに企業広告を入れている場合は、企業広告収入分を助成金

額から減額することとなります。 

ホ．景品類の購入・作成等の費用は助成対象外です。 

ヘ．経費科目が広報費のみの計上の場合、フラッグ、チラシ、ポップ等の作成を同

一業者に一括発注すると助成対象とならない恐れがあるので、それぞれの専門事

業者に分離・分割して発注してください。 

ト．イベント事業等の集客効果を高めるためのＷｅｂサイトによる情報発信等は、

「広報費」で処理してください。ただし、通信販売システム等のシステム開発は助成

対象外です。 

⑤  印刷費 

イ．印刷費は本事業の実施に伴う調査・事業報告書、商店街マップ、チケット等の

印刷製本及び資料作成（コピー）に係る経費とします。 

ロ．会議資料等をコピーした場合は、どの資料を何枚コピーしたか判別できる明細

書を作成してください。 

ハ．全振連に提出する申請書及び実績報告書等の印刷は助成対象外です。 

⑥  資料購入費 

イ．資料購入費は本事業に必要な資料を購入する経費とします。 

ロ．資料の購入に当たっては、購入の必要性、使途及び購入部数等を明らかにし

た明細書を作成してください。 

ハ．対象となる購入部数は、会議等の出席者数プラス事務局保管用の１冊です。 

ニ．実績報告時には、書籍・資料等のタイトルと金額わかる表紙と裏表紙のコピー

を提出してください。 
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⑦  通信運搬費 

イ．通信運搬費は本事業を行うために必要な切手、メール便、宅配便、運搬事業者

に要する経費とします。 

ロ．商店街事務局等の電話代、インターネットの通信回線利用料は助成対象外で

す。 

ハ．切手は領収書の他に、送付先一覧、金額、使用理由等がわかる明細書を作成

してください。 

⑧   備品費 

イ．備品費は本事業を行うために必要な備品であって、レンタルにより対応してくだ

さい。 

ロ．対象となる備品は、当該事業のみで使用されることが確認できるものであること

が必要です。事業終了後も使用可能なものや事業に使用されたことが特定できな

いものは助成対象外です。 

⑨   消耗品費 

イ．消耗品費は本事業に係る事務用品等の経費とします 

ロ．消耗品の使用に当たっては、受払簿（様式７）を作成し、実際に使用した数量と

使途を明確にしてください。 

ハ．事業終了後も使用可能なものや、事業に使われたことが特定できないものは助

成対象外です。 

ニ．コピー機のトナーのように、使用した量の特定が困難なものは助成対象外で

す。 

⑩  委託費 

イ．委託費は本事業の実施に必要な企画立案や調査を伴う作業、又は複数の作

業を統合的に発注するような場合にそれぞれ用いることを想定しており、委託に要

する経費は、全体の事業経費（助成金額）の５０％以内とします。 

ロ．業務等の委託を行う場合には、発注内容等の仕様書に基づいて見積り合わ

せ等を行って委託先を選定するとともに、託契約書、業務完了報告書、成果物（成

果内容を記したもの）が必要となります。 

ハ．会場設営等と同一の業者に委託した場合、全てが委託費となる場合があるの

で、委託業者の選定にあたっては留意してください。 

⑪  外注費 

イ．外注費は本事業の実施に必要な業務であって、企画立案や調査を伴わず、商

店街が指示した単一作業を行わせる場合や、原稿を提示し印刷製本のみを発注す

るような場合を想定しています。 

ロ．外注に当たっては、発注内容等の仕様書に基づいて見積り合わせ等を行って

外注先を選定するとともに、納品書又は完了報告書を徴してください。 

⑫  雑役務費 

イ．雑役務費は本事業を行うために必要な臨時のアルバイト代とします。 
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ロ．雑役務費は日給制とし、1 人 1 日 8，000 円以内とします。 

ハ．商店街関係者（構成員、従業員、家族等）及び専門家は助成対象外です。 

ニ．アルバイトを使用した場合は、必ず補助者名簿 (様式８)及び出勤簿（様式９）を

作成してください。また、領収書(様式６)には自署（住所・氏名）と押印を必ず受けて

ください。 

 

(4)  その他の経費 

事業遂行上必要と認められる経費。 

（その他の経費は、当初一般管理費を想定していましたが、一般管理費が認められ

ないこととなったため、その他の経費は費目上存在しますが、具体的な支出対象は想

定していません。） 

 

※ 留意事項（各経費項目に共通する留意事項） 

（１） 助成対象経費は、交付規程に基づく交付決定日以降に発生・発注し、事業期間中

に支払いを完了するとともに、本事業の対象として明確に区分でき、かつ、証拠書類

によって金額等を確認できるものを対象とします。 

（２） 主な証拠書類は仕様書、見積書、委託（請負）契約書、納品書（完了報告書）、請

求書、銀行振込受領書、領収書、写真等が必要となります。 

なお、見積書は３万円以上１社、１０万円以上は２社、５０万円以上は３社から徴し

てください。 

（３） 庁費に該当する請求書・領収書等には、原則として単価、人数・金額、使用目的を

明記してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 9 - 

 

 

Ⅲ． 事業実施に係る会計処理 

  １． 経理処理の基本ルール 

   助成事業の経理処理にあたっては、助成金の交付の対象となる経費を明確に区別し

て処理することとなります。また、適切な経理処理を行うための各種の制限や、取得した

財産の管理方法等、通常の経理処理・業務管理とは異なる部分があるので留意してくだ

さい。  

また、検査等により経費の虚偽申告や過大請求等による助成金の受給等の不正行為

が判明した場合には、交付決定の取消、助成金の全部又は一部の返還（不交付）命令、

加算金の納付、不正内容の公表、助成金の交付停止措置、刑事告訴等の処分が科され

る場合がありますので適正な経理処理を常に心がけてください。  

 

＊ 留意事項 

 経費の計上は、交付決定日以降に発生（発注）したもので、事業期間中に終了（支

払） したものが対象となります。  

 事業目的に合致した経費であって、当該事業に使用されたことが確認できる資料を整

理する必要があります。  

 確定検査等を受けるための費用や、事業終了後における実績報告書作成費用、金

融機関に対する振込手数料及び為替差損等は原則助成対象とはなりません。  

 支払は銀行振込を原則とし、支払の事実を証明できるもの（銀行振込受領書等）を保

管・整理してください。また、経理処理等の都合上、現金で支払を行う場合にも、銀行

振込同様、支払の事実を証明する資料を保管・整理してください。  

 経費の算出過程において小数点以下の端数が生じる場合は、原則切捨てにより助成

対象金額として計上してください。 

 

２． 会計処理 

(1) 本事業に係る会計処理については特別会計を設け、組合等の一般会計とは区分し

て処理してください。 

 

(2) 特別会計に係る伝票（振替伝票・支出伝票）、証拠書類（仕様書、見積書、契約書、

納品書（完了報告書）、請求書、銀行振込受領書、領収書等）及び元帳は一般会計と

別に整理・保存してください。 

 

(3) 助成金は上限４００万円、下限３０万円、助成率は１０分の１０以内です。 

 

 (4) 助成金額を超えて支出するときは、その超える額は一般会計において経理処理をす

ることになります。 
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3.  関係書類の整理/経理処理等 

有効かつ効率的な経理処理を実施するための前提として、助成事業の開始、実施状況

等に係る関係書類が整理されていることが必要です。 

(1) 実施事業ごとの整理 

  複数の事業を実施している場合は、事業ごとに関係書類を整理してください。 

 

(2) 時系列での整理 

  元帳に基づき、支出した費目ごとに、見積りから支払いの振り込みまでの取引に生じる

伝票類を時系列に整理してください。 
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ファイリング例 

〇 謝金・会議費・会場借料に関する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

〇 広報費に関する書類 
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○○○イベント事業 

 

 

 

 

①謝金・会場借料・会議費 
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○○○イベント事業 

 

 

 

 

②広報費 

 

広報費 
② 
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Ⅳ．関係書類等の提出 

商店街振興組合等が助成事業を完了しましたら、実績報告書を完了後３０日以内、

又は当該年度の２月１５日(当日必着)までのいずれか早い日までに全振連に提出してくだ

さい。なお、「銀行口座登録申請書」(様式１０)をまだ提出されていない場合は、作成のうえ

同時に提出してください。 

実績報告書提出時には、次の書類を添付してください。 

① 証拠書類（仕様書、見積書、契約書、納品書（完了報告書）、請求書、銀行振

込受領書、領収書等）のコピー。なお、見積書は３万円以上１社、１０万円以上

２社、５０万円以上３社を徴取し、提出していただきます。 

② 当該事業において作成した印刷物、チラシ等の制作物(現物が難しい場合は写

真等)等 

③ 当該事業で開催した会議、講習会等の開催結果 

④ 当該事業を記録した写真等 

⑤ マスコミ等に掲載された新聞記事等のコピー 

⑥ その他（必要に応じ求めることがあります） 

 

 

Ⅴ．確定検査等 

１．検査の概要 

検査とは、当該事業の適正な執行を確保するための書面検査及び必要に応じて行う現

地調査をいいます。書面検査は、検査に必要な書類を助成事業者が送付又は持参し、全

振連担当者が検査します。また現地調査は、全振連担当職員が事業実施場所等に赴き、

事業の進捗、購入物品の管理・使用状況、経費の発生状況、書類の整理状況等の経理処

理の状況等を確認するものです。検査の種類は以下のとおりです。 

 

  中間検査：当該事業終了前に必要に応じて行う検査で、事業期間中に、経理処理

手順や実施体制等を確認することにより、額の確定行為の負荷の分散及び誤認識、

誤処理等の速やかな是正等を目的としています。  

 

  確定検査：当該事業終了後、実績報告を受けた後において行う検査で、実績報告

書に基づき、当該事業の成果、経理処理の反映状況等を確認します。当該検査を

以て助成金の額が確定します。  

   

２． 検査の着眼点 

当該事業の事業計画（事業期間内に開始・終了しているか、助成目的に適合している

か等を含む。）に基づいて行われているかはもちろんのこと、経理処理については、以下の

ことが遵守されているかの確認を行います。 
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  当該事業に必要な経費か。  

  当該事業期間中に発生、かつ支払が行われているか。  

  他の資金と混同して使用していないか。  

 法令や助成金交付規程等に照らして適正か。  

 経済性や効率性を考慮して経費を使用しているか。 

このため、確定検査日の当日までに、関係経理書類の整理と、しっかりとした準備を

お願いします。検査は、限られた時間の中で膨大な資料の確認を行わなければなら

ないため、合理的、効果的に行うことが求められますので、経理書類の整理等をあら

かじめ行い、効率的な検査の実施にご協力をお願います。 

  

 ３．会計検査院による実地検査 

   助成事業者は、助成金の使途、経理内容及び事業内容等について、国の検査機関で

ある会計検査院の実地検査を受ける場合があります。 

会計検査院による実地検査の対象となった場合には、会計検査の受検の時期、必要

書類等について、別途、全振連から連絡しますので、対応をお願いします。 

 

 

Ⅵ．不正・不当な行為に対する処分 

検査等において、以下のような不正、不当な行為が確認された事業者は、交付決定の

取り消しや加算金を賦した上、助成金の返還を行っていただくことがあります。 

なお、不正があった場合は、適正化法に基づく罰則が適用されることとなり、当該商店街

振興組合等を公表・告発することがありますので、助成事業の目的に沿った適切な執行を

行ってください。 

 

〇 適正化法第１７条 

・補助金の他の用途への流用 

・交付決定の内容又は交付条件に反する違反 

・法令又は全振連の処分に対する違反 

・定められた必要な事項の報告をせず又は虚偽の報告をしたもの 

 

〇 適正化法２９条 

・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しく

は融通を受けた者は、５年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。 
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別紙１   

        助 成 対 象 経 費 

 

経費科目 支     出     範     囲 

【謝金】 

謝金 事業を行うために必要な専門家等に対する謝金（講習会講師、専門家・商

店街・消費者委員、プロのイベント出演者などの経費：別紙３を参照） 

【旅費】 

旅費 事業を行うために必要な国内旅費（別紙４を参照） 

【庁費】 

会議費 事業を行うために必要な会議に要するお茶代 

借料 事業を行うために必要なイベント会場等に係る借料 

設営費 事業を行うために必要な舞台装置等（電気、看板、装飾、音響設備等に係

る工事費及びレンタル料）警備費、イルミネーション、イベント等に係る商店

街の装飾用などの経費 

広報費 広報を行うために必要な経費（ポスター、チラシ、新聞折込広告料、新聞・雑

誌等広告掲載、テレビ・ラジオＣＭ、案内看板、のぼり、啓発普及品、打上花

火、等） 

印刷費 事業を行うために必要な経費（調査・事業報告書、抽選券、会議資料作成、

コピー、等） 

資料購入費 事業を行うために必要な資料購入費 

通信運搬費 事業を行うために必要な通信費、運搬費 

備品費 事業を行うために必要な備品（レンタル又はリースに限る。） 

消耗品費 事業に係る事務用品等 

委託費 他の事業者に行わせるために必要な経費（イベント等企画・運営、調査等の

委託）。※委託費の合計金額については、助成金交付額の５０％以内。 

外注費 他の事業者に行わせるために必要な経費 

雑役務費 事業を行うために必要な臨時のアルバイト代 

【その他の経

費】 

 

その他の経費 事業遂行上必要と認められる経費 

 

【助成対象外となる経費】 
① 消費税は助成の対象としておりません。よって、上記の助成対象経費に係る消費税
は助成対象外となります。 

② 着ぐるみ製作、ソフトウェア開発・取得等の経費など資産計上が必要になる経費は助
成対象外となります。 

③ 助成対象外の経費（例） 
飲食費（材料を含む。）、記念品代、景品、謝礼（御礼、寸志、商品券等）、イベント会

場等における売出し品等の経費、商店街関係者（構成員、従業員、家族等）に支払う
経費、保険料、金魚すくい・輪投げ等のゲーム経費、道路使用・占有申請料、振込み手
数料、当該事業以外にも使用可能なものの経費（例えば、パソコン購入費。ただし、パ
ソコンについては事業実施期間のみのレンタルであれば助成対象とする。）、領収書の
宛名が交付申請者でないもの、交付決定より前に支出した経費、事業実施期間経過
後に支出した経費、等。 
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別紙２ 

 

経 費 支 出 基 準 

 
下記を上限とする。 

 

１．専門家謝金 

（１） フォーラム・セミナー等講師謝金（１時間当たり） 

① 大学教授、弁護士、弁理士及び公認会計士等 ５０，０００円 

② 大学准教授、講師、税理士、中小企業診断士等 ４０，０００円 

③ 民間企業等  

 ア 企業経営者 ５０，０００円 

 イ 部長クラス ４０，０００円 

 ウ 課長クラス ３０，０００円 

 エ その他 ２０，０００円 

 

（２）委員会等謝金（１回当たり） 

  専門家委員謝金                      ２０，０００円 

  商店街委員                        １２，０００円 

 

（３）その他イベント等出演料（１事業当たり） 

イベント等出演料                    ２００，０００円 

 

 ※専門家謝金の限度額は原則として１事業当たり２００，０００円とする。 

 

 

２．旅  費 

  全振連が定める「旅費支給細則」(別紙４)によるものとする。（原則、ＪＲ等が

発行する時刻表に準拠する。） 

 

 

３．雑役務費（１人日当たり)                   ８，０００円 
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別紙３ 

旅  費  支  給  細  則 

 
平成２５年１０月３０日 

全国商店街振興組合連合会 

 

第１章 総   則 

 

（目  的） 

第１条 本細則は、地域商店街活性化事業における助成事業の旅費支給について定めるも

のとする。 

（出張命令） 

第２条 出張は、出張命令によって行われなければならない。 

２ 出張命令を変更（取消を含む。以下同じ）する必要があると認める場合は、これを変

更することができる。 

（旅費の請求手続） 

第３条 旅費の請求を受けようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを

支出行為担当者に提出しなければならない。 

２ 航空賃の請求には搭乗時の半券及び航空賃の支払を証する書類を支出行為担当者に提

出しなければならない。 

（旅費の種類） 

第４条 国内出張に係る旅費の種類は、運賃（鉄道賃、航空賃、船賃、車賃）、日当及び宿

泊料とし、第２章の定めにより計算した額を支給する。 

（出張命令に従えなかった出張） 

第５条 第２条による出張命令を受けた出張者が、業務上の必要又は天災その他のやむを

得ない事情により、出張命令に従って出張することができなかった場合は、出張後遅滞

なく出張命令の変更の申請をしなければならない。  

２ 前項により出張命令の変更を申請したが、その変更が認められなかった場合は、出張

命令に従った旅費のみを支給する。 

３ 業務上の必要その他やむを得ない事情により出張命令を変更した結果、キャンセル料

が発生した場合は、当該キャンセル料を支給する。キャンセル料の請求には、支払を証

する書類を支出行為担当者に提出しなければならない。 

 

第２章 国内出張の旅費 

 

第１款  国内出張旅費計算の基準 

（旅費の計算） 

第６条 旅費は、公共交通機関を使用し、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した



 

- 17 - 

 

 

場合の旅費により計算する。 

２ 旅費計算の起点は、原則として自宅または勤務地とする。 

３ 往復割引制度が設けられている経路に係る旅費は、当該割引制度を適用した額により

計算する。 

（出張の日数） 

第７条 旅費計算上の出張日数は、出張のために現に要した日数による。 

（出発時刻及び到着時刻の基準） 

第８条 出張者は、原則として用務に就く１時間前までにその用務地に到着するよう出発

するものとする。 

２ 用務地と用務地最寄駅等の所要時間は、通常の経路で要する時間とする。 

３ 前２項により計算した出発時刻が８時より以前、帰着時刻が２１時を超えることにな

る場合は、出張日数を 1 日加えることを認める。 

 

第２款  国内出張の旅費の支給 

（近距離地域の旅費） 

第９条 東京都区内及び片道５０キロメートル未満の出張については、運賃の実費及び日

当の２分の１を支給する。 

２ 前項の場合であっても、業務上特に宿泊を必要と認める場合は、日当及び宿泊料を支

給することができる。 

（近距離地域以外の旅費） 

第１０条 片道５０キロメートル以上の出張については、起点からの運賃を支給する。特

急料金（新幹線を含む。）、急行料金及び寝台料金（以下「特急料金等」という。）を徴す

る列車等を運行している路線を利用して出張する場合は、第６条第１項の定めに即し、

次の特急料金等を支給する。この場合、指定席車があるときは、座席指定料金も支給す

る。 

 ただし、距離がこれに満たない場合でも、必要により特急料金等の支給を認めることも

ある。 

（１）特急料金は片道８０キロメートル（乗継ぎ区間については、５０キロメートル）以

上のとき。 

（２）急行料金は片道５０キロメートル（乗継ぎ区間については、３０キロメートル）以

上で、現に利用するのが可能な場合。 

（３）寝台料金は片道５００㎞以上の旅行で車中泊をするとき。Ｂ寝台下段料金を支給す

る。 

２ 次の各号に定める都道府県への出張で、緊急性及び会務の必要等に応じて航空賃を支

給するものとする。 

（１）東京起点の場合 

北海道、青森県、秋田県、東京都の島嶼、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根

県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、
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熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

（２）名古屋起点の場合 

   北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島嶼、香川県、徳島

県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、

沖縄県 

（３）大阪起点の場合 

   北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島嶼、愛媛県、高知

県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

（４）福岡起点の場合 

   北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群

馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜

県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、

香川県、徳島県、愛媛県、高知県、沖縄県  

３ 車賃（タクシー代を除く）は、鉄道を除く陸路旅行について、実費額により支給する。 

４ 宿泊料及び日当については、次の各号に定めるところによる。 

（１）宿泊料は、片道５０キロメートル以上の出張の場合のみ適用するものとし、宿泊日

数に応じて１泊１１，５００円を限度として支給することができる。 

（２） 日当は、片道５０キロメートル未満の旅費については半日当２，０００円を限度と

して、また、片道５０キロメートル以上の日帰り出張の場合については４，０００円

を限度として支給することができる。 

 

第３章  雑      則 

 

第１１条 宿泊費を包含する航空券パック（旅行社等が扱う所謂ビジネスパック）を利用

した場合は、パック料金と本細則で定める航空賃と宿泊費の合計額との安価な料金を支

給する。パック料金に含まれる食事代は対象外とする。 

２ 前項の場合、パック旅行の内容を確認できる書類及び支払を証する書類を支出行為担

当者に提出しなければならない。 

（参考資料） 

第１２条 旅費の計算にあたっては、「時刻表」を参考資料とする。 

 

 

 

※ 旅費計算についてご不明な場合には、全振連までご連絡ください。 
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様式１ 

                                №．   

 

謝  金  支  給  明  細 

 

１．氏名 

２．住所 

３．摘要 

 

 

謝          金 円 

 所得税源泉控除額 10.21％ 円 

振 込 金 額 円 
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様式２ 

 

旅 費 請 求（領収）書 

（単位：円） 

代表役職者氏名  殿 
請求者 

氏 名 

 

請求金額 
 出 張 

期 間 

自 年 月 日        

至 年 月 日        

（日間） 

  

（夜） 

   

出 張 先 

および用務 

 

請 

求 

金 

額 

の 

内 

容 

区  分 区     間 
金       額 

片道料金 往復料金 

運 賃       
 自     至     km   

 自     至     km   

船 賃        自     至     km   

航 空 賃        自     至     km   

特別急行料金 
 自     至     km   

 自     至     km   

普通急行料金 
 自     至     km   

 自     至     km   

指 定 席 料 金        自     至     km   

寝 台 料 金        自     至     km 日分  

日 当           1日       円 日分  

宿 泊 料           1泊       円 泊分  

合         計  

 所得税源泉控除額10.21％  

 差 引 受 取 額  

   上記請求金額正に領収いたしました。 

     平成  年  月  日 

          

                     住所           

氏名              (印)     
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様式３ 

出     張     伺 

 

理事長・会長 事務局長   起 案 者  

    起   案  

決   裁  

出 張 先  

出 

張 

用 

務 

 

出 張 期 間      
 自 平成 年 月 日 

  日間 
至 平成 年 月 日 

旅費概算払 

請 求 額      

 

              所属                        

              役職                        

              住所                        

              氏名                        

 発令     平成  年   月   日 
自 平成 年 月 日 

日間 
至 平成 年 月 日 

月 日 発 地 経 路 着 地 宿 泊 地 用  務 備  考 
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様式４ 

出  張   復   命 

 

理事長・会長  事務局長     

 

 

 

      

 

 商店街名                    平成  年  月  日 

 代表者名          殿 

 

 

                職氏名              印 

  

 命により出張しましたので、その概要を下記のとおり復命いたします。 

 

記 

 

 

 1．出 張 先      

 2．出 張 期 間       平成 年 月 日 より 月 日まで  日間 

 3．出 張 用 務      

  4. 日時・場所 

 

 5. 内   容 
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様式５ 

                  開催結果 

 

                        商店街名          

 

１． 開催日時 平成  年  月  日（ ）  時  分～  時  分 

 

２． 開催場所（会場名、住所、電話） 

 

３． 出席者   

№ 氏  名 所  属 役  職 備  考 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

４． 内容及び資料    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 出席者名簿や内容の欄が不足する場合は、表を適宜追加して下さい。 



 

- 24 - 

 

 

様式６ 

                                 

 

領    収    書 

 

 

           ￥                

          

ただし 

 

 

   上記金額正に領収いたしました。 

 

       平成  年   月   日            

 

           

商店街名 御中 

 

 

                   住所               

 

                   氏名             (印) 
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様式７ 

 

受払簿様式例 
    

 

   
商店街名 

  

品名： 

受払年月日 摘  要 受入数量 払出数量 
残量 

（単位） 
保管場所 

            

            

            

            

            

            

            

            

【注】受払簿は品目ごとに作成してください。 
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様式８ 

地域商店街活性化事業補助者名簿 

 

氏     名                     

生 年 月 日   年  月  日生  （  才） 

住     所  

T 

E 

L 

  

勤 務 時 間   時  分    ～   時   分 

設 置 期 間 

（雇  用） 
平成 年 月  日  ～ 平成 年 月   日 

業 務 内 容         

 

 

    

備 考          
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様式９ 

補 助 者 出 勤 簿 

   平成 年  月  日 

氏  名  住所  

 月  日 曜 時     間 業務内容 印 検 印 

 月  日       ～     （ ）    

 月  日       ～     （ ）    

 月  日       ～     （ ）    

 月  日        ～      （ ）    

 月  日     ～     （ ）    

 月  日      ～     （ ）    

 月  日        ～     （ ）    

 月  日       ～     （ ）    

 月  日       ～     （ ）    

 月  日       ～     （ ）    

 月  日        ～      （ ）    

 月  日     ～     （ ）    

 月  日      ～     （ ）    

 月  日       ～     （ ）    

 月  日       ～     （ ）    

 月  日        ～      （ ）    

 月  日     ～     （ ）    

 月  日      ～     （ ）    

 月  日        ～     （ ）    

合     計         時間    

支払日 平成  年  月  日：期 間（ 月  日～  月  日まで） 

支払額     円（自給     円 ×      時間） 
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様式第10

平成　　年　　月　　日

振込口座登録申請書

※振込口座の登録は1事業者につき1口座のみとなります。

口座を変更する場合は下記「申請区分」の「振込口座変更」に ☑ をつけて、改めて申請書をご提出ください。

※記入後の本申請書のコピーを取り、控えとしてお手元に大切に保管してください。

申請事業者名

号

申請区分：　該当に☑を表示
　□　今回初めて振込口座を登録します。

　□　既に登録してある振込口座を変更します。

全振連 第採択通知書番号 (通知書右上）

支店コード（数字3ケタ） 支店名

「口座名義人」を記入する際には、必ず通帳に記載されている口座名義人名とカタカナ表記部分を

そのままご記入ください。

振

込

口

座

金融機関コード（数字4ケタ） 金融機関名

預金種目（該当のものに○をつけてください） 口座番号※右づめでご記入下さい

1.普通　　2.当座　　3.貯蓄　　4.その他（　　　　　）

口座名義人（漢字）

口座名義人（フリガナ表記）

口座振込申請書に該当する「通帳の表紙コピー」と「通帳表紙裏ページのコピー」
を別紙の≪通帳コピー貼り付け用紙≫に必ず貼り付けのうえご提出してください。

銀行・金庫・組合
農　協 ・ ゆうちょ

本店・支店・支所・出張所

※ゆうちょ銀行へ振込を希望される場合は、

金融機関コード、振込銀行名、振込用の支店コード、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人等をご記入

する際ご注意下さい（ゆうちょ銀行口座番号<記号・番号>のままでは、入金できませんのでご注意ください。）
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振込口座登録申請書に該当する「通帳の表紙コピー」と「通帳表紙裏ページのコピー」を

下記、所定の位置に貼り付けてください。

通帳の表紙コピー （貼り付け必須）

セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
張
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

通帳の表紙コピー貼り付け欄

通帳表紙裏ページのコピー （貼り付け必須）

セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
張
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

通帳表紙裏ページのコピー貼り付け欄

通帳の表紙コピー （貼り付け必須）

ノ
リ
や
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
貼
っ
て
下
さ
い
。

通帳の表紙コピー貼り付け欄

通帳表紙裏ページのコピー （貼り付け必須）

ノ
リ
や
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
貼
っ
て
下
さ
い
。

通帳表紙裏ページのコピー貼り付け欄

 


